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衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
財
源
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
い
わ
ゆ
る
「
年
収
の
壁
」
の
百
七
十
八
万
円
ま
で
の
引
上
げ
」
の
う
ち
、
物
価
上
昇
に
連
動
し
て
所
得
税
の

基
礎
控
除
等
を
引
き
上
げ
る
部
分
に
係
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
に
与
党
が
取
り
ま
と
め
た
「
令
和

八
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
（
以
下
「
与
党
大
綱
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
物
価
調
整
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
特
段
の
財
源
確
保
措
置
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
物
価
上
昇
に
連
動
し
て
い
な
い
部
分

に
係
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
は
令
和
八
年
及
び
令
和
九
年
の
二
年
間
の
措
置
で
あ
り
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る

令
和
八
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
国
の
一
般
会
計
に
お
い
て
、
新
規
国
債
発
行
額
を
二
年
連
続
で
三
十
兆
円
未
満
に
抑
え
、

公
債
依
存
度
も
引
き
下
げ
た
ほ
か
、
二
十
八
年
ぶ
り
に
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
を
達
成
す
る
な
ど
、
財
政
規
律

に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
予
算
全
体
の
中
で
対
応
し
て
い
る
。 

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
の
暫
定
税
率
廃
止
」
、
「
高
校
授
業
料
無
償
化
」
及
び
「
い
わ
ゆ
る
給
食
無
償
化
」
の
財

源
に
つ
い
て
は
、
与
党
大
綱
に
お
い
て
、
「
揮
発
油
税
、
地
方
揮
発
油
税
及
び
軽
油
引
取
税
の
当
分
の
間
税
率
廃
止
（
以
下
、



 

２ 

 

「
当
分
の
間
税
率
廃
止
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
一
月
五
日
の
与
野
党
六
党
合
意
に
示
さ
れ
た
方
針
の
下
、

安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
教
育
無
償
化
に
つ
い
て
は
、
自
由
民
主
党
・
公
明
党
・
日
本
維
新
の
会
の
実
務
者
が
と
り
ま
と
め
た

「
三
党
合
意
に
基
づ
く
令
和
八
年
度
以
降
の
高
校
教
育
等
の
振
興
方
策
に
つ
い
て
」
（
同
年
十
月
二
十
九
日
。
以
下
、
「
高

校
教
育
等
の
振
興
方
策
」
と
い
う
。
）
及
び
「
学
校
給
食
費
の
抜
本
的
な
負
担
軽
減
（
い
わ
ゆ
る
給
食
無
償
化
）
に
つ
い
て
」

（
同
年
十
二
月
十
八
日
）
に
お
い
て
安
定
財
源
確
保
の
方
針
を
示
す
と
と
も
に
、
上
記
の
合
意
を
踏
ま
え
た
令
和
七
年
末
ま

で
に
結
論
を
得
る
と
決
定
さ
れ
た
所
要
額
に
係
る
安
定
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
三
十
一
日
に
与
党
と
し
て
、

当
分
の
間
税
率
廃
止
と
合
わ
せ
て
検
討
を
行
う
旨
を
確
認
し
て
い
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
令
和
八
年
度
税
制
改
正
で
は
、
政
策
効
果
等
を
踏
ま
え
た
租
税
特
別
措
置
の
適
正
化
、
税
負
担
の
公
平
性
の

確
保
の
観
点
か
ら
、 

 

① 

賃
上
げ
促
進
税
制
の
見
直
し 

 

② 

極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る
負
担
の
適
正
化
措
置
の
見
直
し 

 

③ 

教
育
資
金
一
括
贈
与
に
係
る
贈
与
税
非
課
税
措
置
の
廃
止 



 

３ 

 

 
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
確
保
さ
れ
た
税
収
（
注
一
）
を
当
分
の
間
税
率
廃
止
及
び
い
わ
ゆ
る
教
育

無
償
化
に
係
る
安
定
財
源
と
し
て
充
て
る
も
の
と
す
る
（
注
二
）
。 

 
 

（
注
一
）
①
に
伴
う
地
方
法
人
税
等
の
税
収
や
、
②
の
現
行
制
度
の
税
収
を
含
む
。 

 
 

（
注
二
）
③
は
高
校
教
育
等
の
振
興
方
策
の
財
源
に
充
て
る
。 

 
 

こ
の
結
果
、
令
和
八
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
約
一
・
二
兆
円
（
平
年
度
ベ
ー
ス
）
の
財
源
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

 
 

こ
れ
に
加
え
歳
出
改
革
等
の
努
力
に
よ
る
財
源
捻
出
に
よ
っ
て
も
な
お
不
足
す
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
与
野
党
六
党
合
意

等
を
踏
ま
え
、
道
路
関
連
イ
ン
フ
ラ
保
全
の
重
要
性
、
物
価
動
向
等
や
Ｃ
Ｏ
２
削
減
目
標
と
の
関
係
に
も
留
意
し
つ
つ
、
安

定
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
引
き
続
き
検
討
し
、
令
和
九
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
結
論
を
得
る
。 

 
 

地
方
の
安
定
財
源
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
税
制
措
置
に
よ
る
地
方
増
収
分
を
活
用
す
る
ほ
か
、
具
体
的
な
方
策
を
引
き
続

き
検
討
し
、
令
和
九
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
結
論
を
得
る
。 

 
 

安
定
財
源
を
確
保
す
る
ま
で
の
間
も
、
安
易
に
国
債
発
行
に
頼
ら
ず
、
つ
な
ぎ
と
し
て
、
税
外
収
入
等
の
一
時
財
源
を
確

保
し
て
対
応
す
る
と
と
も
に
、
地
方
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
地
方
財
政
措
置
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す

る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
与
党
大
綱
に
お
け
る
「
令
和
八
年
度
税
制
改
正
」
の
内
容
を
踏
ま
え
て
所
得
税



 

４ 

 

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
二
百
二
十
一
回
国
会
閣
法
第
三
号
）
（
以
下
「
税
制
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
を
今

国
会
に
提
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
与
党
大
綱
に
お
け
る
「
歳
出
改
革
等
の
努
力
に
よ
る
財
源
捻
出
」
に
つ
い

て
は
、
令
和
八
年
度
予
算
編
成
に
お
け
る
検
討
に
よ
り
、
令
和
九
年
度
以
降
の
平
年
度
ベ
ー
ス
で
約
〇
・
二
四
兆
円
の
財
源

の
確
保
を
見
込
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
、
与
党
大
綱
に
お
け
る
「
安
定
財
源
を
確
保
す
る
ま
で
の
間
も
、
安
易
に
国
債
発
行
に

頼
ら
ず
、
つ
な
ぎ
と
し
て
、
税
外
収
入
等
の
一
時
財
源
を
確
保
し
て
対
応
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
国
会
に
提
出
し
て

い
る
令
和
八
年
度
予
算
に
お
い
て
、
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
納
付
金
等
の
追
加
的
な
税
外
収
入
を
確
保
し
て
対
応
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
ら
の
対
応
に
よ
り
確
保
さ
れ
た
財
源
以
外
に
つ
い
て
は
、
与
党
大
綱
等
を
踏
ま
え
、
今
後
、
与
党
税
制
調
査
会
等
に

お
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
当
該
議
論
等
を
踏
ま
え
て
対
応
し
て
い
く
考
え
で

あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
防
衛
力
整
備
計
画
の
内
、
当
初
計
画
を
上
回
る
部
分
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
防
衛
力
整
備
計
画
」
（
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
二
千
二



 

５ 

 

十
三
年
度
か
ら
二
千
二
十
七
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
お
け
る
本
計
画
の
実
施
に
必
要
な
防
衛
力
整
備
の
水
準
に
係
る
金
額

は
、 
四
十
三
兆
円
程
度
と
す
る
。
」
、
「
本
計
画
期
間
の
下
で
実
施
さ
れ
る
各
年
度
の
予
算
の
編
成
に
伴
う
防
衛
関
係
費

は
、
以
下
の
措
置
を
別
途
と
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
四
十
兆
五
千
億
円
程
度
（
二
千
二
十
七
年
度
は
、
八
兆
九
千
億
円
程

度
）
と
す
る
。
」
及
び
「
二
千
二
十
三
年
度
か
ら
二
千
二
十
七
年
度
ま
で
の
本
計
画
を
賄
う
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
歳

出
改
革
、
決
算
剰
余
金
の
活
用
、
税
外
収
入
を
活
用
し
た
防
衛
力
強
化
資
金
の
創
設
、
税
制
措
置
等
、
歳
出
・
歳
入
両
面
に

お
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の

各
予
算
の
編
成
過
程
に
お
い
て
防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
を
確
保
し
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
今
後
も
確
保
し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
ら
の
措
置
の
う
ち
、
税
制
措
置
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
三

号
）
に
お
い
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
、
法
人
税
額
か
ら
五
百
万
円
を
控
除
し
た
額

を
課
税
標
準
と
す
る
税
率
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
付
加
税
で
あ
る
防
衛
特
別
法
人
税
を
創
設
す
る
ほ
か
、
た
ば
こ
税
に
係
る
加
熱

式
た
ば
こ
の
課
税
方
式
の
見
直
し
を
同
日
及
び
同
年
十
月
一
日
の
二
回
に
分
け
て
段
階
的
に
実
施
し
、
そ
の
上
で
、
た
ば
こ

税
の
税
率
の
引
上
げ
を
令
和
九
年
四
月
一
日
、
令
和
十
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
一
年
四
月
一
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
本
当
た



 

６ 

 

り
○
・
五
円
ず
つ
、
三
回
に
分
け
て
段
階
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
税
制
改

正
法
案
に
お
い
て
、
令
和
九
年
以
後
の
当
分
の
間
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
に
係
る
基
準
所
得
税
額
に
対
す
る
税
率
一
パ
ー
セ

ン
ト
の
付
加
税
で
あ
る
防
衛
特
別
所
得
税
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


